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新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

す
べ
て
の
方
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納

め
る
制
度
で
す
。
年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、

家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う

と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
20
歳
に
な
っ
た
方
（
国
民
年
金
第
1

号
被
保
険
者
）
に
は
日
本
年
金
機
構
か

ら
「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」「
国

民
年
金
保
険
料
納
付
書
」
な
ど
が
20
歳

に
な
っ
て
お
お
む
ね
2
週
間
以
内
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

●
付
加
保
険
料
制
度
　

　
定
額
保
険
料
に
4
0
0
円
/
月
を
上

乗
せ
す
る
こ
と
で
、
将
来
受
け
取
る
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
付

加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込
ん
だ
月

分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

①
学
生
納
付
特
例
制
度
　

　
学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得
が
基

準
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
学
生
の
方
は
、
①
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。
①
に
該
当
す
る
方
は
、
②
③
の

申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
納
付
猶
予
制
度
　

　
50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
お
よ
び
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

③
免
除（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）制
度

　
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

保
険
料
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
一
部
免
除
は
、
減
額
さ
れ
た

保
険
料
を
納
め
な
い
と
未
納
期
間
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
方
法
　

　
市
役
所
3
階
市
民
課
、
吉
川
支
所
市

民
生
活
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

細
は
問
い
合
わ
せ
る
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
　☎
0
5
7
0
ー
0
5
ー
1
1
6
5

　　
・
（市）
市
民
課
　
年
金
係

　
令
和
2
年
1
月
1
日
現
在
で
市
内
に

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
償

却
資
産
の
申
告
が
必
要
で
す
。
償
却
資

産
と
は
、
事
業
を
し
て
い
る
方
が
所
有

す
る
土
地
や
家
屋
以
外
で
そ
の
事
業
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
、
機
械
、

器
具
お
よ
び
備
品
な
ど
の
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
売
電
目
的
や
事
業
用
と
し
て

設
置
し
た
太
陽
光
発
電
設
備
や
共
同
住

宅
の
外
構
な
ど
も
償
却
資
産
と
な
り
ま

す
。

　
対
象
と
な
る
資
産
を
所
有
し
て
い
る

場
合
は
期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。
申
告
書
が
必
要
な
方
は
送
付
し

ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
告
は
毎
年
必
要
で
す
。

▼
申
告
期
限
　
1
月
20
日
（月）

■問
（市）
税
務
課
　
資
産
税
係

国
民
年
金
の
前
納（
口
座
振
替
）の
申
込
期
限
は
2
月
末

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
保
険
料
を
「
早
割
（
当
月
末
納
付
）」
や
「
前
納
」
で
納
め
る
と
、
割
引
さ
れ
ま
す
。

2
年
度
分
を
前
納
す
る
と
、
1
5
，
0
0
0
円
程
度
割
引
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
金
融
機
関
に
行
く
手
間
と
時
間
が
省
け
、
納

め
忘
れ
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
割
引
額
　

〔（
　
）
内
は
現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
納
付
の
場
合
〕
　

・
平
成
31
年
度
割
引
額
（
参
考
）

　
6
カ
月
：
1
，1
2
0
円（
8
0
0
円
）

　
1
年
：
4
，1
3
0
円（
3
，5
0
0
円
）

　
2
年
：
1
5
，7
6
0
円（
1
4
，5
2
0
円
）

　
2
年
前
納
の
社
会
保
険
料
控
除
は
、

全
額
を
納
め
た
年
に
控
除
す
る
か
、
各

年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
を
各
年

に
控
除
す
る
か
選
択
で
き
ま
す
。

　
2
年
前
納
（
現
金
納
付
）
の
納
付
書

は
通
常
の
納
付
書
に
同
封
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
利
用
の
際
は
、
明
石
年
金
事
務

所
（
☎
0
7
8
-9
1
2
-4
9
8
3
）

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w
.nenkin.go.jp/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0
ー
0
5
ー
1
1
6
5

毎
月
の
保
険
料
が
払
え
な
い
時
は

免
除
・
猶
予
制
度
の
手
続
き
を

　
第
二
期
三
木
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
（
案
）
に
つ
い
て
の
意
見
や
提
案
を
募
集
し
ま

す
。

▼
募
集
期
限

　
1
月
24
日
（金）

▼
公
表
場
所

・
市
役
所
　
3
階
子
育
て
支
援
課

・
市
役
所
　
3
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

・
児
童
セ
ン
タ
ー
　
・
吉
川
支
所

・
吉
川
児
童
館
　
・
各
市
立
公
民
館

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
提
出
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
意
見

を
明
記
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

・
（市）
子
育
て
支
援
課
の
窓
口

・
市
民
の
声
の
箱
（
吉
川
支
所
・
各
市
立
公
民
館

　
に
設
置
）
に
投
函

・
郵
送

・
F
A
X

・
メ
ー
ル

■問
・
■提
■出
（市）
子
育
て
支
援
課
　
子
育
て
応
援
係

　
　
　
　

　
8
2
ー
5
8
8
1

　publiccom
m
ent@

city.m
iki.lg.jp

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集▲メールは

　こちら

▼
対
象

①
市
内
の
介
護
保
険
関
係
事
業
所
に
勤

務
し
、
今
後
も
同
事
業
所
で
継
続
し

て（
少
な
く
と
も
3
年
程
度
以
上
）

働
く
意
思
が
あ
る

②
過
去
に
本
事
業
の
助
成
を
受
け
て
い

な
い

③
国
や
兵
庫
県
な
ど
に
よ
る
類
似
の
助

成
を
受
け
て
い
な
い
（
例
：
教
育
訓

練
給
付
金
な
ど
）

④
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
①
③
は
調
査
に
よ
り
、
返
還
の
可
能

性
あ
り

▼
助
成
額

・
受
験
手
数
料
（
1
月
26
日
実
施
分
）

・
実
務
者
研
修
・
介
護
技
術
講
習
な
ど

の
受
講
料
の
合
計
額
の
2
分
の
1
に

相
当
す
る
額
（
1
，
0
0
0
円
未
満

端
数
切
り
捨
て
）
と
し
、
上
限
10
万

円
▼
申
請
期
間
　
1
月
27
日
（月）
〜
2
月
28

日
（金）
　
提
出
書
類
な
ど
、
詳
細
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
介
護
保
険
課

認
定
審
査
係

介
護
職
員
の
継
続
し
た
就
労
を
支
援

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
要
介
護
認
定
（
要
介
護
3

以
上
）
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

は
、
所
得
税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除

な
ど
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
障
害
者
控
除
対
象
者
本
人
の
介
護
保

険
証

・
申
請
す
る
方
の
印
鑑

▼
注
意

・
す
で
に
認
定
書
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
で
、
状
況
が
変
わ
ら
な
い
方
は

引
き
続
き
利
用
で
き
ま
す
の
で
再
申

請
不
要
で
す
。

・
税
控
除
を
受
け
る
に
は
、
税
申
告
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
は
税

務
署
や
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
福
祉
課

総
務
・
高
齢
者
福
祉
係

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
介
護
職
員
の
資
質
向
上
と
人

材
育
成
を
図
る
た
め
、
介
護
福
祉
士
資
格
の
取
得
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
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